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資源ごみ不　燃可　燃大　字　名
４月21日（木）
５月５日（木）

４月28日（木）
５月12日（木）月・木

根木･関･阿那志・小茂田・下児玉
北十条・南十条・沼上・広木

４月15日（金）
５月６日（金）

４月22日（金）
５月13日（金）火・金

駒衣･木部･古郡･甘粕・中里
猪俣・白石・円良田
※有害ごみ（乾電池・蛍光管・体温計）は役場、コミュニティセンターで収集しています。
※使用済小型電子機器（25㎝×15㎝以内）は、役場で収集しています。

資源ごみ不　燃可　燃大　字　名
11月16日（木）
12月７日（木）

11月23日（木・祝）
12月14日（木）月・木

根木･関･阿那志・小茂田・下児玉
北十条・南十条・沼上・広木

11月17日（金）11月24日（金）
12月８日（金）火・金

駒衣･木部･古郡･甘粕・中里
12月１日（金）猪俣・白石・円良田

※有害ごみ（乾電池・蛍光管・体温計）、使用済小型電子機器（25㎝×15㎝以内）は役場、
コミュニティセンターで収集しています。
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　労働保険は労災保険と雇用保険の総称で、政

府が管理運営している強制加入の保険制度です。

　労働者が業務上負傷した場合や労働者が失業

した場合などに必要な保険給付を行っています。

　労働保険は、原則として、労働者を一人でも

雇用していれば、加入手続きを行い、労働保険

料を納めなければなりません。

　まだ、加入されていない事業主のかたは、速

やかに加入手続を行うようにお願いします。

　なお、手続指導および加入勧奨によっても自

主的な加入手続を行わない事業主に対しては、

強制的な加入を含めた対策を実施しています。

問合せ＝埼玉労働局　労働保険徴収課

　　　　緯048-600-6203

11月は
「労働保険適用促進強化期間」です！

　町内在住で60歳以上の働く意欲のある健

康なかた、センター会員になりませんか。

　入会は随時受け付けしていますが、くわ

しい内容を知りたいかたは「入会説明会」

にご参加ください。

　また、仕事の依頼をしたい公共・企業・

個人（家庭）のかた、ぜひシルバー人材セ

ンターをご活用ください。

おもな作業内容

　○除草作業

　○植木の剪定

　○屋内外の軽作業

　○屋内外の清掃

　○施設窓口事務

入会説明会＝12月20日我　午前10時30分～

　毎月第３水曜日（祝日の場合は翌日）

問合せ＝シルバー人材センター　緯76-5430

※町では、町内企業と町民の雇用・就業支援策として、求人

広告を「広報みさとお知らせ版」に無料掲載します。

問合せ＝農林商工課　産業振興係　緯76-5133

拠

距

渠

漁

挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙

鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸

虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚
虚

許
許
許
許
許
許
許
許

従業員（正社員）募集！

社　　名葛叙角田鉄工所

住　　所葛美里町大字広木1195番地

仕事内容葛製造技術ならびに品質管理職

（大型鍛造プレス機を中心とした製造、品

質検査、設備保全その他付帯作業全般）

時　　間葛①２交替制

　　　　　　早番：午前６時30分～午後３時15分

　　　　　　遅番：午後３時15分～午前０時

　　　　　②午前８時30分～午後５時15分

休　　日葛当社カレンダーによる（ＧＷ、夏冬季大

型連休あり）

給　　与葛当社規定による（年齢、経験などにより決定）

応募方法葛三芳工場総務課（緯049-258-1395）へ電

話にて求人受付後、履歴書（自筆）と職

歴書を郵送してください（書類審査あ

り）。その後、美里工場（勤務地）での面

接日程を決定します。

問合せ＝美里工場　緯75-1000

　　　　（受付時間　平日　午前10時～午後５時）
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新会員・お仕事の依頼を募集！

美里町シルバー人材センター
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期間　11月27日俄まで　※土・日・祝日を除く午前８時30分から午後５時15分まで

場所　建設水道課窓口

内容　児玉都市計画下水道の決定(美里町決定)の変更原案

問 合 せ　建設水道課 上下水道係　緯76-1116

　美里町が決定する次の都市計画の変更案を作成するにあたり、

住民の皆さんからご意見をいただくため、公聴会を開催します。

■日時　11月30日牙　午後４時

■場所　役場２階201会議室

■内容　児玉都市計画下水道の決定(美里町決定)の変更

◎都市計画の変更の構想（原案）の閲覧

◎公述（公聴会で意見を述べること）の申し出

対象　美里町に住所を有する個人および法人

提出方法　11月27日俄午後５時15分までに閲覧場所にある公述申出書に必要事項を記入のうえ、

直接または郵送（必着）で、建設水道課上下水道係（〒367-０１94　住所地記入不要）まで。

※公述希望者が多い場合は、公述人を選定することがあります。

※公述人一人あたりの公述時間は、おおむね10分以内となります。

※申し出がない場合は、公聴会は中止となります。なお、中止の場合は11月28日（火）にホームページで

お知らせします。

※傍聴を希望するかたは、11月28日（火）以降に建設水道課にお問い合わせください。

メッセージが流れたら

弾道ミサイル落下時の
行動について

弾道ミサイルは、発射からわずか10分もしないうちに到達する可能

性もあります。ミサイルが日本に落下する可能性がある場合は、国

からの緊急情報を瞬時に伝える「Jアラート」を活用して、防災行政

無線で特別なサイレン音とともにメッセージを流すほか、緊急速報

メール等により緊急情報をお知らせします。

首相官邸 

ホームページ

Twitter アカウント 
首相官邸災害・危機管理情報

@Kantei_Saigaiwww.kantei.go.jp/

弾道ミサイルは 発

❶速やかな避難行動

❷正確かつ迅速な情報収集

国民保護ポータルサイト

http://www.kokuminhogo.go.jp/shiryou/
hogo_manual.html

武力攻撃やテロなどから身を守るために

ミサイル落下時には、こちらから政府の対応状況をご覧になれます

事前に確認しておきましょう。

物陰に身を隠すか、 
地面に伏せて頭部を守る。

窓から離れるか、 
窓のない部屋に移動する。

屋外に 
いる場合

建物が 
ない場合

屋内に 
いる場合

落ち着いて、直ちに行動してください。

近くに 
ミサイル 
落下！

●屋外にいる場合：口と鼻をハンカチで覆い、現場から 
直ちに離れ、密閉性の高い屋内または風上へ避難する。

●屋内にいる場合：換気扇を止め、窓を閉め、目張りをし
て室内を密閉する。

Ｊアラート  (例) 直ちに避難。直ちに避難。直ちに建物の

中、または地下に避難して下さい。ミサイルが落下する可
能性があります。直ちに避難して下さい。

近くの建物の中か 
地下に避難。
（注）できれば頑丈な建物が望ましいものの、近くになければ、

それ以外の建物でも構いません。

都市計画に関する公聴会開催のお知らせ
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◇戸籍住民事務…住民票（広域交付を除く）の交付・戸籍謄本等の交付、印鑑登録、
印鑑証明書の交付

　※住所異動（転入・転出等）の手続きはできません。
　※交付申請の際に不正防止のため本人確認をさせていただきます（免許証等の提示）。
◇税金等の納付…個人町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護

保険料、後期高齢者医療保険料、水道料金（納付書持参）の納付

●日曜開庁日

　11月26日（日）

　午前８時30分～正午

●窓口業務延長日

　12月14日（木）

　午後７時15分まで延長

興法律相談　　　　　　　　

と　き／12月５日昇
　　　　午後１時～３時受付
ところ／役場１階第３会議室
内　容／弁護士による法律相談
対　象／町内在住のかた
問合せ／総務税務課　総務係　緯76-1115

興消費生活相談　　　　　　
とき・ところ／毎週月・水・木・金曜日
　　　　本庄市役所
　　　　毎週火・金曜日
　　　　上里町役場
受　付／午前９時30分～正午
　　　　午後１時～３時30分
問合せ／農林商工課　産業振興係　緯76-5133

興心配ごと相談（人権相談）　

と　き／12月15日晶午前10時～正午
ところ／役場１階第１・第２会議室
内　容／日常生活での悩みごとなど
問合せ／社会福祉協議会（保健センター内）
　　　　緯76-3601・75-1109

興さわやか相談（教育相談）　

と　き／毎週月～金曜日(祝日を除く)
　　　　午前10時～午後３時
ところ／美里中(さわやか相談室)
対　象／町内在住の学生と保護者
相談方法／電話・手紙・来室
問合せ／美里中(さわやか相談室）
　　　　緯76-4415(直通)

興臨床心理士によるこころの相談  
と　き／11月21日峨・28日昇・30日昭
　　　　12月５日峨・７日牙・12日峨
　　　　　　14日牙・19日峨・21日牙
※太字は小中学校への巡回相談日（学校
訪問）となり、相談に対応できないこ
ともあります。

事前予約／毎週月～金曜日
　　　　午前９時～午後５時
※相談は事前予約が必要です。
内　容／子どもや育児、家庭や人間関

係などの悩みごと
相談方法／面談、学校・家庭訪問
問合せ／社会福祉協議会(保健センター内)
　　　　緯75-1109

興脳の元気度チェック＆相談会  

と　き／毎週火曜日（祝日は除く）
　　　　午前９時30分～11時30分
　　　　(電話などで要事前予約)
ところ／保健センター
対　象／町内在住の認知症の心配があ
　　　　るかたまたはご家族
内　容／簡単な認知症チェックと生活

上の相談など
問合せ／地域包括支援センター
　　　　緯76-1325

緯緯76-28576-28555会場は会場は保保健センタ健センターー

次回の延長窓口（戸籍住民事務、町の税金、水道料金の納付）

　どれみ広場　

日時＝12月４日捷　午前10時～11時30分

対象＝３歳までのお子さんと保護者（未就園児も可）

内容＝リトミック（音楽遊び）

　すこやか広場／育児相談・計測　

　お子さんと一緒に遊びながら、楽しい時間を過ごして

みませんか？　お気軽にお出かけください。

日時＝12月13日昌・20日昌　午前10時～11時30分

持ち物＝母子健康手帳（計測希望者のみ）

　すこやか広場　～多目的室自由開放日～　

　保健センター「多目的室」を自由開放しています。お

友達も誘って、お気軽にお出かけください。

日時＝12月４日捷・13日昌・20日昌　正午～午後４時

☆飲食可、予約不要

　乳児健診　

日時＝12月15日晶　午後０時45分～１時15分受付

対象児＝平成28年12月、平成29年２月・５月・８月生まれ

内容＝身体測定、内科診察、育児

相談など

持ち物＝質問票（記入したもの）、

母子健康手帳、バスタオル（お

くるみ）

　２歳児歯科健診　

日時＝12月１日晶　午後０時45分～１時15分受付

対象児＝２歳児１回目：平成27年９月～11月生まれ

　　　　２歳児２回目：平成27年３月～５月生まれ

内容＝身体測定、歯科診察、フッ素塗布、ブラッシング

指導、育児相談など

持ち物＝質問票（記入したもの）、歯ブラシ(自宅で使用し

ているもの)、母子健康手帳

11月の納税案内（納期限　11月30日（木））

固定資産税（第４期）・国民健康保険税（第５期）

介護保険料（第５期）・後期高齢者医療保険料（第５期）

※町税等の納入は安心便利な口座振替がおすすめです！


